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払
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経

唐草-
自
然
法
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納
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義
務
者
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し
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国
家

･

階
級
に
就

い
て

･

耽
昭

弘
網

養
盈
業
の
携
張

及
び
改
善

農
業
不
動
産
金
融
ュ

般
不

動産金
融

読

苑

個
人
主
義
及
融
合
重
義
局

外

観

･

薗
岡
山
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敢

倉
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雑
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白

耳
義

に
於
け

る
失
業

保
倹
制
度

に
付

て

一

戸

二

郎

一
、
序

言

筆
者

は
大

正
十
年

の
秋
、
白

耳
義

の
諸
市
を
歴
訪

し

・

て
失

業
保
険

の
制
度
を
研

究
し
、
就
中

ガ

ソ
市

(O
雪

9

難

錐

白
耳
義
に
於
け
る
失
業
保
隙
制
度
に
何
て

.

に
於
け

る
失
業
保
険
制

度

の
成

功

に
付

て
多
大

の
激
調

を
受

け
た
。

.

抑

も
.欧
洲

大
陸

に
は
天
職

以
前

よ
り
失
業
救
済

国
際

協

會

(ビ
.国
・・§

【鑑
8

H置
け韓
口
曳
。
呂

写

場
⊆
=
巴
捧

。

吝
〇
三
器

δ

oび
α
ヨ
騨
σqo
)
な

る
も
の
が
め
り
、
白
耳
義

に

は
其

の
支
部
が
め

っ
た
。
其
の
後
白
耳
義

の
諸
都
市
及

諸
州

に
於
て
は
漸
時
失
業
保
険
の
補
助
制
度
を
開
始
し

国
家
も

一
九

〇
八
年
八
月
以
來
市
町
村
、
共
済
組
合
、
勢

働
組
合
等
の
失
業
保
険
基
金
に
劃
し
失
業
給
付
附
加
の

一
形
式

に
依

っ
て
国
家
補
助

建
開
始
し
左
。

欧
洲
大
戦
後
世
界
的
失
業
の
襲
来
に
當

っ
て
、
敵
府

.

は

一
九
二
〇
年
十
二
月

の
勅
令

に
依
て
、
市
町
村
基
金

其
の
他
官
憲
の
監
督

の
下
に
あ
る
失
業
保
険
基
金
に
饗

し
四
月
毎
に
組
合
員
醵
出

の
五
〇
%
に
當
る
補
助
金
を

給
付
す
る
の
制
度
を
樹
皿て
、
同
時

に
L⊥
記
失
業
救
済
國
『

」
際
協
會
の
白
耳
義
支
部
に
尠
し
強
制
失
業
保
隙
法
案

に

翻
す
る
大
綱
の
審
議
を
命
じ
た
。
支
部
に
於
て
は
、
勢
働

者
の
代
表
者
、
各
失
業
保
険
基
金
の
代
表
者
等
各
方
厨

の
専
門
家
を
集

め
て
之
が
審
議

を
駕
し
、
政
府
に
於
て

・
は
此
の
答
申
に
基

い
て
目
下
法
案
の
起
草
中
で
あ
る
。

節
士
ハ窃

(第
二
號

一
玉
三
)

四
一
九
.

■



碍

難

錐

白
耳
義
に
於
け
る
失
業
保
険
制
度
に
何
て

二
、
現
時
白
耳
義
に
於
け
る
失
業

保
険
補
助
制
度
の
二
種

従
来
白
耳
義
に
行
は
る

・
失
業
保
険
補
助
制
度
に
は

左
の
二
種
が
存
す
る
。

;

一
、

リ

↑

ジ

([
吾

ε

宿

し
於

け

る
が
如

き
掛

金

「

総
額
を
標
準
ε
す
る
補
助
制
度

二
、
ガ
ソ
〔O
弩
e

市

に
於
け
る
が
如
き
失
業
給
付
.

金
額
を
標
準
ε
す
る
補
助
制
度

此
の
二
種

の
方
法
に
は
夫
々

…
長

一
短
が
あ
る
、
先
…

づ
ガ
ソ
制
度
の
得
失
を
述

ぶ
れ
ば

ラ

一
、
其
の
長
所

イ
失
業
状
態
の
緩
急
に
慮
じ
て
補

.

く

コ

助
額
も
自
ら
増
減
す

る
こ
ご
を
得

る
熱

望
此
の
制

度
に
於
て
は
補
助
金
に
相
賞
す

る
部
分
は
先
以
て

保
険
組
合
に
於
て
失
業
者

に
射
し
保
険
組
合
固
有
一

の
給
付

ε
併

せ
給
し
、
其

の
後
其

の
給
付

の
正
常

な
b
し
事
が
認
め
ら
れ
て
始
め
て
其
の
部
分
の
補

、

僧惧
を
受
く
る
こ
.だ
＼
な
る
が
故
に
、
組
合
に
於
て
.

は
給
付
を
狸
b
に
す

る
こ
ご
無
く
從
て
失
業

の
鑑
.

査
姦

・
莚

・
興

業
振

蕩

ぐ
方
面
に
逃

を
注
ぐ
に
至
る
黙

ハ
失
業
眞
偏

の
鑑
査
が
組
合
ε
～

{

第
+
六
巻

〔第
二
號

一
五
四
)

四

二
〇

補
助
官
憲
ご
二
重
に
な
る
が
故
に
悪
徳
者
の
獲
生

を
阻
止
す
る
黙

ち

ラ

ニ
、
其
の
短
所

イ
産
業
的
大
恐
慌

の

御
触
に

大

厚

く

的
失
業
起
り
爲
に
失
業
保
険
組
合
の
資
金
既

に
書

き
た
る
場
合
に
は
も
は
や
補
助
を
受
く
る
こ
ご
恕

得

ざ
る

に
至
る
べ
き
黒

日
失
業
保
険
組
合
の
給
付

額

に
差
異
あ
る
場
合
、
其

の
補
助
額
も
從
て
果
な

う

ザ
、
者
組
合
の
闘
に
嫉
妬
を
醸
す
虞
あ
る
黒

八
補

助
を
焦
す
に
賞

っ
て
は

　
々
の
給
付

に
付

て
其
の

征
露
な
り
や
否
や
の
審
査
を
要
す
る
が
故

に
其
の

行
政
上

の
手
績
煩
雑
な
る
黙

。

次

に
「
リ
エ
ー
ジ
」
の
制
度
の
.長
短
は

一
、
其

の
長
所

イ
補
助
金
支
給
の
手
績
極

め
て
節

う

く

易
な
る
黙

ロ
失
業
保
険
組
合
に
於
て
李
常
比
較
的

く

多
(
の
掛
金

を
取
り
、
此

に
補
助
を
受
け
て
人
な

る
積
立
金
を
作
り
、
遂
に
は
補
助
を
受
く
る
の
必

要
な
き
に
至
る
べ
き
黙

二
、
其
の
短
所
ば
失
業
歌
態
の
緩
急
に
慮
じ
て
補
助

額
自
ら
増
減
す
る
を
得
ざ
る
黙
及
失
業
真
備

の
鑑

査
の
ガ
ソ
式
程
厳
密
に
行
は
れ
楓
黙

り
「



'

要
す
る
に
失
業
保
瞼
補
助
制
度
は
ガ
ソ
式
.し
り

エ
ー

、

ジ
式
の
長
を
取
り
短
を
棄

つ
る
折
衷
武
を
可
ε
す
る
も

の
で
あ
ら
う
。
然
し
乍
ら
双
方
共
失
業
保
険
組
合

〔
其

の
多
く
は
勢
働
組
合

で
あ
る
)
を
利
用
し
、
組
合
の
財

政

に
置
据
痛
痒
を
感
ず
る
虞
の
組
合
員
自
ら
を
し
て
失

業
の
豫
防
鑑
別
に
當
ら
し
む

る
黙
に
於
て

一
致
す

る
。

失
業
保
険

の
理
想
は
勿
論
傭
主
に
も
醵
出
を
負
推
せ
し

め
、
企
図
的
に
給
付
を
統

一
す
る
に
む
る
の
で
あ
る
が

新

に
失
業
保
険
を
創
始
せ
む
ε
す

る
國
に
於
て
は
、
白

耳
義
に
於
け
る
が
如

き
失
業
保
険
補
助
制
度
よ
り
始
む

る
を
以
て
最
も
容
易
且
質
際
的
な
り
ε
信
ず
る
。
唯
此

の
場
合
に
於
て
も
全
国
的
職
業
紹
介
網
の
存
在
を
前
提

ご
す
る
こ
ε
云

ふ
ま
で
も
な
い
い
ご
で
め
る
。
ガ

ン
市

の
失
業
保
険
が
世
界
に
於
け
る
失
業
保
険
成
功
の
嚆
矢

で
あ

っ
た
こ
ご
は
人
の
皆
知
る
庭
で
め
る
。
.

三
、
ガ
ン
市
失
業
保
険
補
助
制
度
の

大
綱
及
其
の
成
績

視
聴

に
於
け
る
ガ
ン
中巾
失
「業
保
険
…補
…助
制
度
の
大
　糊

は
左
の
如
く
で
あ
る
。

一
、
補
助
金
交
付
の
目
的

の
爲
に
ガ
ソ
失
業
基
金
な

雑

録

白
耳
義

ト
於
げ

ろ
失
業
保
隙
制
度
付
て

る
も
の
を
設
け
此

の
基
金
に
於
て
補
助
金
交
付

の

事
務
を
管
掌
す

る
。

二
、
失
業
保
険
を
鞍
む
認
可
組
合
に
於
て
は
失
業
給

付
を
交
付
す
る
に
當

っ
て
は
補
助
金
に
相
當
す

る

部
分
も
先

づ
併

せ
給
し
、
ガ

ソ
失
業
基
金
は

一
件

毎
に
審
査

の
上
毎
月

一
回
之
が
補
償
を
爲
す
の
で

あ
る
。

三
、
葡
助
額
は

】
人

一
日
ニ
フ
ラ
ソ
を
最
大
限
こ
し

且
補
助
額
は
組
合
給
付
金
の

一
〇
〇
%
を
超
え
る

こ
ε
は
な

い
。
又
同

一
人
に
付

一
年
六
〇
日
を
超

え
鼠
。

四
、
補
助
の
條
件

・し
し
て
失
業
が
自
己
の
意
思
に
依

隊
ざ
る
こ
ざ
を
明
に
す
る
こ
ご
を
要
す

る
。
即
ち

此
の
黙
の
立
詰
方
法
こ
し
て
失
業
保
険
組
合
は
傭

主
の
讃
明
豊
口を
取

っ
て
此
を

ガ
ソ
失
業
基
金
に
送

付
す
る
。
果
合

〔
っ
の
條
件
ε
し
て
は
失
業
者
が

勢
働
紹
介
所
に
出

明
し
て
而
も
術
職
業
を
見
出
し

得
な
か
っ
た
事
を
立
讃
す
る
こ
ε
を
要
す
る
。

ガ

ソ
失
業
基
金
に
於
て
は
此
等

の
黙
を
各
件
毎
に
精

査

の
上
失
業
の
第

二
日
よ
り
補
助
金
を
支
給
す
る

第
十
六
巻

(第
二
號

一
五
五
)

四
二

[

9



雑

鍮

痒

義
に
於
げ
る
彙

艦

遷

・
付
て

.

筆

ハ巻
.
(第
二
望

五
さ

四
二
二

こ

こ

、
な

る

の

で

あ

る

。

業

に

謝

す

る

事

業

」

(
[
o
ω

O
寝

「
錺

α
巴

p
<
旨
。

α
。

O
μ
-

ガ

ソ

市

失

業

保

険

の

成

績

ば

誠

に

目

…覚

し

き

も

の

が

⇒
匹

6
。
昌
岬「ω

9

ゴ

声
αq
o
)

に

記

載

せ

ら

れ

た

統

計

は

、

最

「

あ
る
。
材
料

は
梢

古

い
け

れ
ざ
も

、
∴
九

=
一ご
牛
に

か

も
好

く
整

備

し
た
も

の
で
あ

る
が
故

に
、
左

に
之
を
掲
…

ン
市
に
博
賢
會
が
開

か
れ
た
際
ガ
ン
失
業
基
金

に
依

つ
配

す

る
こ
ミ

す
発

て
出
版
頒
奪

ら
れ
た
小
冊
子

ヲ

・
市
に
於
け
る
袈

労

働

組

合

二
於

ク
ル

失

業

讃
詞
./
割

合

}
月

一
日

現

在

救

済

局

三
伏

ル
被

扶

助

者

市

二
扶

助

留

置

セ
ラ
ル

・
浮

浪

人

其

ノ
他

養

老

有数業他

市戯 業學 校正

年

金

件

数

.

侠

リ

テ

補

.助

セ
ラ

ル

・
撃

校

友

見

ノ

竜

ノ

男

児

ノ

冊

ノ

業

畢

額
.

校

公

共
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出
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白
耳
義
に
於
け

る
失
業
保
隙
制
度

に
付
て

第

+
六
巻

(第
二
號

一
五
七
》

堅

年
月

「

日

二

於

ケ

ル

人

口

1901

1902

.1903

1904.

.1905

1906

1907

「
1908

1909

1910

1911

1912

　
労働紹介所

傭

人

申

込

紹

介

二

基

ク

就

職
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実
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:エ6313,28e
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雑

録

白
耳
義
」
於
け
る
失
業
保
隙
制
度
に
付
て

、

右

に
掲
¢

る
統
計

の
示
す
慮
を
略
述

す
れ
ば
左

の
如

き
結
果

ε
な

る
。

一
、

ガ

ソ
失

業
基

金
創
設

〔
一
九

〇
九
年

〕
以
来
人

口

の
増
加
は

四
%

で
あ

る
。

二
、
失
業

保
険

に
加
人
せ
る
郷
働
者

の
増

加
は
五

四

…

%

で
あ
る
。

　

二
、
失
業
保
険

組
合

0
支
彿

つ
た
失
業
給
付

金
総

額

の
増
加
は

一
一
五
%

で
あ

る
。

四
、

ガ

ソ
失
業
基
金

に
獅
す

る
市

の
支
出

の
壇

加

は

一

三

=
二
%

で
あ

る

、

五

、
ガ

ン
市
に
依
b
輕

特

叉
は
補
助

せ
ら

る

・
職

業

學

校

の
増

加
は

二
四
三
%
で

あ
る
。

⊥
ハ
、
労
働
紹
介
所

に
依

る
就
職

の
増

加
は
三

四
⊥
ハ
%

で
め

る
。

七
、
然

る
に
塾
共

の
扶

助
を
受

く

る
も

の

、
減
少

は

.一

四
六

%
。

婦　雛

鏡
輪
蕨
灘認
麟

　

ざ緬
蜘藤

舗
以糠
拶

鰐

総
辮「

鋪
十
六
巻

(第
二
號

　
五
入
)

四
二
四

、

睦

、

ス
カ
ソ
ヂ
ナ
ビ

ア
の
諸
國

に
忽
ち

に
し
て
傳
揺

す

る

に

至

っ

た
の
も
洵

に
宜

な
り

ε
云
は
ざ

る
を
得

な

い

。
.

(完
)

、

,

昌


